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‐１‐ 

議案第２０７号 

 

   請負契約の締結について 

 

                   （教育委員会学校教育部教育総務課）  

 

１ 提案の理由 

  小学校施設整備事業、中学校施設整備事業志和中・（仮称）志和小学校増築工

事及び大規模改造工事の請負契約を締結しようとするものである。 

２ 契約の内容  

 (1) 工事の内容 

   建築一式工事 

  ア 増築工事 

   (ｱ) 校舎棟 

     鉄筋コンクリート造り一部鉄骨造り 

     ２階建て 

     延べ面積 ３,５１９.４９平方メートル 

   (ｲ) 体育倉庫兼部室棟 

     鉄筋コンクリート造り 

     ２階建て 

     延べ面積 ２７５.００平方メートル 

  イ 大規模改造工事 

    既存校舎棟 

    鉄筋コンクリート造り 

    ３階建て 

    延べ面積 ３,３７１.４５平方メートル 

 (2) 契約金額 

   ２０億５,７００万円 

 (3) 契約の相手方 

   増岡組・上垣組特定建設工事共同企業体 



‐２‐ 

   代表構成員 広島市中区鶴見町４番２５号 

         株式会社増岡組広島本店 

         専務取締役本店長 迫   清 孝 

   構 成 員 東広島市西条町田口１４３７番地 

         株式会社上垣組 

         代表取締役 上 垣   健 

 (4) 工期 

   東広島市議会の議決のあった日の翌日から令和４年３月４日まで 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 



‐３‐ 

議案第２０８号 

 

   委託契約の変更について 

 

                        （政策企画部政策推進監）  

 

１ 変更の理由 

  平成３１年４月２５日に締結した一般国道２号「道の駅 西条」（仮称）整備

事業に伴う整備工事の委託契約について、工事の内容の一部を変更する必要が生

じたため、委託契約金額を変更しようとするものである。 

２ 変更後の委託契約の内容 

(1) 工事の内容 

  土木一式工事 

    道路土工、排水構造物工、擁壁工等 

(2) 契約金額 

原契約金額 変更契約金額 増加額 

１億３,４２５万４,８２０円 １億８,３４３万３,１８９円 ４,９１７万８,３６９円 

 (3) 契約の相手方 

   国土交通省中国地方整備局 

 (4) 工期 

   平成３１年４月２５日から令和２年１２月２８日まで 

 

 

 

 （根拠条例） 

 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の規定によ

り議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億５,０００万円以上

の工事又は製造の請負とする。 

 



 


